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◇費用便益分析マニュアルによる事業全体の評価と残事業評価◇費用便益分析マニュアルによる事業全体の評価と残事業評価

<<事業全体の評価事業全体の評価>>

事業区間事業区間全体の全体の整備有り（ＷＩＴＨ）整備有り（ＷＩＴＨ）かか整備無し（整備無し（WITHOUTWITHOUT））かでかで評価評価

・便益（Ｂ）の対象・便益（Ｂ）の対象：：区間全体が整備された際に発現する便益区間全体が整備された際に発現する便益

・事業費（Ｃ）の対象・事業費（Ｃ）の対象：：区間全体を整備するのに必要な費用区間全体を整備するのに必要な費用

再評価に際して行う費用便益分析は、原則として、再評価に際して行う費用便益分析は、原則として、「事業全体の投資効率性」と「残事「事業全体の投資効率性」と「残事
業の投資効率性」の両者による評価を実施業の投資効率性」の両者による評価を実施する。する。

「残事業の投資効率性」の評価にあたっては、再評価時点までに発生した既投資分の「残事業の投資効率性」の評価にあたっては、再評価時点までに発生した既投資分の
コストや既発現便益を考慮せず、事業を継続した場合に追加的に必要となる事業費とコストや既発現便益を考慮せず、事業を継続した場合に追加的に必要となる事業費と

追加的に発生する便益のみを対象として算出する。追加的に発生する便益のみを対象として算出する。

<<残事業の評価残事業の評価>>

再評価時点再評価時点以降の整備あり以降の整備あり（ＷＩＴＨ）（ＷＩＴＨ）かか整備無し（整備無し（WITHOUTWITHOUT））かでかで評価評価

・便益（Ｂ）の対象・便益（Ｂ）の対象：：残事業の整備を行った際発現する便益残事業の整備を行った際発現する便益

・事業費（Ｃ）の対象・事業費（Ｃ）の対象：：残事業の整備を行うのに必要な費用残事業の整備を行うのに必要な費用

部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について
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＜＜関東地方整備局における関東地方整備局における昨年度までの事業評価昨年度までの事業評価＞＞

事業全体の事業全体の評価評価に代に代えてえて、既供用区間を除く区間、既供用区間を除く区間のの整備整備のの有無で評価有無で評価を実施し、事業評を実施し、事業評
価監視委員会で審議価監視委員会で審議

（あわせて、（あわせて、残事業残事業のの評価評価を実施し、事業評価結果として公表）を実施し、事業評価結果として公表）

再評価の時点までに事業区間の一部に部分供用等がある場合、事業全体の費用便再評価の時点までに事業区間の一部に部分供用等がある場合、事業全体の費用便
益分析に益分析に代えて代えて、既供用区間を除く区間を対象とした費用便益分析を実施しても良い。、既供用区間を除く区間を対象とした費用便益分析を実施しても良い。

この場合、評価結果にその旨を注記する。この場合、評価結果にその旨を注記する。

◇◇部分共用がある事業の部分共用がある事業の評価評価対象区間の取り方対象区間の取り方に関するに関する運用運用

＜＜今年度以降の事業評価今年度以降の事業評価＞＞

（部分（部分供用がある事業の場合については供用がある事業の場合については、前回評価との比較等の観点から、前回評価との比較等の観点から、、既供用区間既供用区間

を除く区間を除く区間でのでの評価評価も参考実施）も参考実施）

費用便益分析マニュアルの原則に従い、事業全体の費用便益分析マニュアルの原則に従い、事業全体の評価評価と残事業と残事業のの評価評価を実施を実施。。

部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について
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部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について

新湘南バイパス新湘南バイパス

事業中事業中区間区間 既供用区間既供用区間

既供用区間を除く評価区間既供用区間を除く評価区間

事業全体事業全体の評価区間の評価区間
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部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について

Ｂ１
Ｃ１

①事業全体

Ｂ２

Ｃ３
Ｃ２

③既供用区間を
除く評価区間

Ｂ２

④残事業
（今後追加的に発生する便益と
追加的に必要な費用による評価）

事業中区間の
投資済み事業費

Ｃ２

②残事業
（事業全体の便益と
残事業費による評価）

今後追加的に
発生する便益追加的に必要な

事業費

既供用区間に係る
事業費

Ｂ１
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既供用区間を除く
（事業中区間の）全体事業費

（C3）

残事業費
（C2）

987億円 500億円 340億円

事業全体のＢ／Ｃ

 昨年度事業評価で、「残
事業Ｂ／Ｃ」として残事業
費に対する事業全体の便
益の値を公表

①
B1/C1＝２．５

②
B1/C2＝７．２

 昨年度までの事業評価で、「事業全
体のＢ／Ｃ」として「既供用区間を除
く事業」でＢ／Ｃを算出
（事業評価監視委員会で審議）

費用便益分析マニュアル
の残事業のＢ／Ｃ

③
B2/C3＝２．４

④
B2/C2＝３．６

既投資分の費用＋
今後追加的に必要な費用

事業中区間の既投資分の費用＋
今後追加的に必要な費用

今後追加的に必要な費用

今後追加的に発生
する便益

残区間
（B2）

1,219億円

－

既発現便益
＋
今後追加的に発生
する便益

既供用区間を除く区間（事業中区間）

事業全体
（C1）

事業全体
（B1）

2,460億円

－

便益
（Ｂ）

事業費（Ｃ）
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部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について
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部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について部分供用がある事業の評価対象区間のとり方について
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